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（２） 都市計画法以外の法規制 

主な土地利用規制は、農業地域・農用地区域、森林地域・保安林、自然公園地域、緑地

環境保全地域となっています。 

平地部は農業地域・農用地区域に、それ以外の丘陵部・山地部はゴルフ場を除いたほぼ

全域が森林地域に指定されています。 

町東部の山地の一部や西部の木曽川沿いは、飛騨木曽川国定公園として自然公園地域に

指定されています。また、町南部の行政界付近の一部には緑地環境保全地域が指定されて

います。 

 

図 法規制の状況 

 

土地利用規制 法律・条例 

農業地域 国土利用計画法 

農用地区域 農業振興地域の整備に関する法律 

森林地域 森林法 

保安林 森林法 

自然公園地域 自然公園法 

緑地環境保全地域 岐阜県自然環境保全条例 
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図 法規制の状況 

資料︓国⼟数値情報（森林地域︓2011（平成23）年度時点、その他︓2015（平成27）年度時点）


